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※ 頁、行は現行計画（令和７年 10 月修正）についてのもの 

No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

1 第１章第２節
県民及び防災
関係機関等の
責務と処理す
べき事務又は
業務の大綱 
 

５ ７ １ 基本理念 
(1) 住民・地域・行政（防災関係機関）によ

る取組の推進と外部支援・相互協力による
補完体制構築 

 ウ 県、市町村及び防災関係機関に求めら
れる役割 
(コ)（略） 

（追加） 
 
 
 

１ 基本理念 
(1) 住民・地域・行政（防災関係機関）によ
る取組の推進と外部支援・相互協力による
補完体制構築 

 ウ 県、市町村及び防災関係機関に求めら
れる役割 
(コ) （略） 

（サ）県、市町村は、避難生活に必要な物資
の備蓄、避難所環境の整備、地域のボラン
ティア人材の確保・育成や災害発生時にお
ける官民連携の強化など、地域防災力の向
上に努める。 

 

R7 防災基本
計画の修正を
反映 
（⑦被災者支
援の充実、⑨
官民連携・人
材育成の推
進） 
 

 

2 第１章第５節 
新潟県の地形
特性に応じた
対策の方向性 

15 ▲7 １ 新潟県の地形 
・・（略）・・また、信濃川や阿賀野川など数

多くの河川が日本海にそそぎ、越後平野、高田
平野など広大で肥沃な平坦地を形作り、面積は
(追加)12,584 平方㎞で、全国 5 位の大きさで
ある。 

１ 新潟県の地形 
・・（略）・・また、信濃川や阿賀野川など数多
くの河川が日本海にそそぎ、越後平野、高田平
野など広大で肥沃な平坦地を形作り、面積は約
12,584 平方㎞で、全国 5位の大きさである。 

時点修正  

3 第１章第５節 
新潟県の地形
特性に応じた
対策の方向性 

15 ▲5 １ 新潟県の地形 
・・（略）・・ 

また本州の海岸線は 330.3 ㎞と非常に長く、
変化に富んだ海岸美を形成しているほか、砂丘
の発達しているところも多くある。・・（略） 
 

１ 新潟県の地形 
・・（略）・・ 
また本州の海岸線は 330.2 ㎞と非常に長く、

変化に富んだ海岸美を形成しているほか、砂丘
の発達しているところも多くある。・・（略） 
 

時点修正  

4 第１章第５節 
新潟県の地形
特性に応じた
対策の方向性 

15 ▲2 １ 新潟県の地形 
・・（略）・・佐渡島は歴史上のいわれも多く、
周囲 280.6 ㎞、面積 856 平方㎞で、北に金北山
を主峰とする大佐渡の山地、南は小佐渡の山地
が平行して走り、中央部に国中平野が広がって
いる。 

１ 新潟県の地形 
・・（略）・・佐渡島は歴史上のいわれも多く、
周囲約 281 ㎞、面積約 855 平方㎞で、北に金北
山を主峰とする大佐渡の山地、南は小佐渡の山
地が平行して走り、中央部に国中平野が広がっ
ている。 
 

時点修正  
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

5 第１章第５節 
新潟県の地形
特性に応じた
対策の方向性 

16 ２ ２ 新潟県の地形特性 
(1) 新潟県の海岸線の総延長は634.9ｋｍであ

り、津波災害が発生した際には、大きな影響
が出ると考えられる。 

２ 新潟県の地形特性 
(1) 新潟県の海岸線の総延長は634.8ｋｍであ
り、津波災害が発生した際には、大きな影響
が出ると考えられる。 

 
 

時点修正  

6 第１章第５節 
新潟県の地形
特性に応じた
対策の方向性 

16 表  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 時点修正  
 

海岸線総延長 
（ｋｍ） 

構成比 
（％） 

新潟県 634.850 100.0 
村上市 59.464 9.4  
胎内市 13.870 2.2  
新発田市 3.144 0.5  
聖籠町 12.646 2.0  
新潟市 75.118 11.8 
長岡市 16.228 2.6  
出雲崎町 10.062 1.6  
柏崎市 40.793 6.4  
上越市 47.554 7.5  
糸魚川市 51.380 8.1  
佐渡市 281.483 44.3  
粟島浦村 23.108 3.6  

（「海岸統計」（令和５年度版）より） 

 
海岸線総延長 
（ｋｍ） 

構成比 
（％） 

新潟県 634.800 100.0 
村上市 59.464 9.4  
胎内市 13.870 2.2  
新発田市 3.144 0.5  
聖籠町 12.646 2.0  
新潟市 75.118 11.8 
長岡市 16.228 2.6  
出雲崎町 10.062 1.6  
柏崎市 40.793 6.4  
上越市 47.554 7.5  
糸魚川市 51.330 8.1  
佐渡市 281.483 44.3  
粟島浦村 23.108 3.6  

（「海岸統計」（令和６年度版）より） 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

7 第２章第１節 
防災教育計画 

22 ９ ２ 県民・事業者等の役割 
(1)県民の役割 
 ア～イ （略） 

 ウ （追加）次世代への災害被災経験の 
伝承 

２ 県民・事業者等の役割 
(1)県民の役割 
 ア～イ （略） 
 ウ 語り部活動や家庭内での語り継ぎ等に

よる次世代への災害被災経験の伝承 

R7 防災基本
計画の修正を
反映 
（⑭その他） 

  

8 第２章第１節 
防災教育計画 

22 ▲11 ２ 県民・事業者等の役割 
(2)地域の役割 
 ア～イ （略） 
  ウ （追加）次世代への災害被災経験の

伝承 

２ 県民・事業者等の役割 
(2)地域の役割 
 ア～イ （略） 
 ウ 語り部活動や地域内での語り継ぎ、慰

霊祭等の開催、伝承碑の保存等による次
世代への災害被災経験の伝承 

 

R7 防災基本
計画の修正を
反映 
（⑭その他） 

  

9 第２章第１節 
防災教育計画 

23 18 ３ 県の役割 
(3)要配慮者及び保護責任者の防災学習の支援 
ア 高齢者、障害者、傷病者、妊産婦及び乳

幼児（福祉保健部） 
  在宅要配慮者の安全を確保するため、要

配慮者本人又は保護責任者への防災知識の
普及、地域住民等への支援知識の普及・啓
発活動を促進する。 

３ 県の役割 
(3)要配慮者及び同居家族等の防災学習の支援 
ア 高齢者、障害者、傷病者、妊産婦及び乳
幼児（福祉保健部） 

  在宅要配慮者の安全を確保するため、要
配慮者本人又は同居家族等への防災知識の
普及、地域住民等への支援知識の普及・啓
発活動を促進する。 

他編の記載と
の整合性確保 

  

10 第２章第１節 
防災教育計画 

25 ▲９ ３ 県の役割 
(6) 市町村に対する防災に関する基礎情報の

提供（防災局、土木部、県教育委員会） 

ア～オ （略） 

追加 

３ 県の役割 
(6) 市町村に対する防災に関する基礎情報の
提供（防災局、土木部、県教育委員会） 

ア～オ （略） 

 カ 広報活動等を通じて、ボランティアに
よる防災活動に対する県民等の関心と理解
を深めるとともに、防災活動への県民の参
加を促進する。 

 

R7 防災基本
計画の修正を
反映 
（⑨官民連
携・人材育成
の推進） 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

11 第２章第１節 
防災教育計画 

26 ▲13 ４ 市町村の役割 
(6) 要配慮者及び保護責任者等の防災学習の

推進 
(7)～(8) （略） 
(9) 市町村地域防災計画で定める事項 
・全住民を対象とした共通的な防災教育計画 
・各地区別の住民を対象とした防災教育計画 
・要配慮者及び保護責任者を対象とした防災
教育計画 
・ハザードマップの作成・提示 
・市町村職員を対象とした防災人材育成計画 
 

４ 市町村の役割 
(6) 要配慮者及び同居家族等の防災学習の推
進 

(7)～(8) （略） 
(9) 市町村地域防災計画で定める事項 
・全住民を対象とした共通的な防災教育計画 
・各地区別の住民を対象とした防災教育計画 
・要配慮者及び同居家族等を対象とした防災
教育計画 
・ハザードマップの作成・提示 
・市町村職員を対象とした防災人材育成計画 

他編の記載と
の整合性確保 

  

12 第２章第１節 
防災教育計画 

26 ▲1 ４ 市町村の役割 
（1）～（9） （略） 
 追加 

４ 市町村の役割 
（1）～（9） （略） 
(10) ボランティアによる防災活動に対する
住民等の理解促進、防災活動への住民参加
の促進 

R7 防災基本
計画の修正を
反映 
（⑨官民連
携・人材育成
の推進） 
 

 

13 第２章第３節 
自主防災組織
育成計画 

29 14 ５ 市町村の役割 
(1)  意識啓発及び防災資機材等の整備支援 

市町村は、地域住民に対し、津波による
人的被害を軽減する方策は住民等の避難行
動が基本となることから、強い揺れを感じ
たとき又は弱くても長い時間ゆっくりとし
た揺れを感じた場合、自らの判断で、迷う
ことなく迅速かつ自主的にできるだけ高い
場所に避難を開始することを周知し、徹底
するほか、自主防災組織の意義等を啓発
し、地域の実情に応じた組織づくりを積極
的に働きかけるとともに、（追加）一般社
団法人自治総合センターの助成事業、県及
び市町村単独の助成事業等を活用しなが

５ 市町村の役割 
(1)  意識啓発及び防災資機材等の整備支援 

市町村は、地域住民に対し、津波による人
的被害を軽減する方策は住民等の避難行動
が基本となることから、強い揺れを感じた
とき又は弱くても長い時間ゆっくりとした
揺れを感じた場合、自らの判断で、迷うこ
となく迅速かつ自主的にできるだけ高い場
所に避難を開始することを周知し、徹底す
るほか、自主防災組織の意義等を啓発し、
地域の実情に応じた組織づくりを積極的に
働きかけるとともに、消防団と自主防災組
織や防災士等の多様な主体との連携等を通
じた地域コミュニティの防災体制の充実に
努める。また、一般社団法人自治総合セン

R7 防災基本
計画の修正を
反映 
（⑩消防防災
力の充実強
化） 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

ら、自主防災組織における防災資機材等の
整備を促進する。 

ターの助成事業、県及び市町村単独の助成
事業等を活用しながら、自主防災組織にお
ける防災資機材等の整備を促進する。 
 

14 第２章４節 
防災都市計画 

30 ４ １ 計画の方針 
計画の方針については、「新潟県地域防災

計画 震災対策編 第 2章第 4節」の『計画
の方針』を準用する。 
 

１ 計画の方針 
(1) 基本方針 

災害に強いまちづくりを推進するには、
国、県、市町村等の各種機関が協力して総合
的なまちづくりの施策を展開することが必要
である。 

津波による災害の発生のおそれのある土地
の区域について、都市的土地利用の誘導を検
討するに当たっては、津波、高潮等に対する
リスクの評価のほか、その地域の状況や地域
でとり得る防災・減災対策を幅広く考慮して
総合的に判断することとし、必要に応じて、
移転等も促進するなど、津波に強い土地利用
の推進に努めるものとする。 
ア 津波に強いまちの形成 
イ 避難関連施設の整備 
ウ 建築物の安全化 
エ ライフライン施設等の機能確保 
オ 危険物施設等の安全確保 
カ 復興事前準備の取組の推進 
 (2) 要配慮者に対する配慮 

あらゆる人にやさしく、誰もが安全に、安
心して暮らせるまちづくりを推進し、要配慮
者が安全で円滑に移動できるよう避難場所や
避難路等の都市施設のユニバーサルデザイン
化を図る。 
(3) 積雪地域での対応 

他編との整合
性確保 
 
R7 防災基本
計画の修正を
反映（③復
旧・復興の迅
速化） 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

公共施設の計画及び整備に当たっては、地
形や土地利用状況等を踏まえ必要に応じて、
積雪に配慮した構造及び設備等を設ける。 
 

15 第２章４節 
防災都市計画 

32 16 ３ 県及び市町村の役割 
(5)危険物施設等の安全確保 

県及び市町村は、石油コンビナート等の
危険物施設等、火災原因となるおそれのあ
る薬品を管理する施設、ボイラー施設等に
ついて、津波に対する安全性の確保、護岸
等の耐津波性能の向上、緩衝地帯の整備及
び防災訓練の積極的実施等を促進するもの
とする。 

３ 県及び市町村の役割 
(5)危険物施設等の安全確保 

県及び市町村は、石油コンビナート等の
危険物施設等、火災原因となるおそれのあ
る薬品を管理する施設、ボイラー施設等に
ついて、最大クラスの津波を含む津波の被
害を軽減するための対策の強化、護岸等の
耐津波性能の向上、緩衝地帯の整備及び防
災訓練の積極的実施等を促進するものとす
る。 
 

R7 防災基本
計画の修正を
反映 
（⑭その他） 

 

16 第２章４節 
防災都市計画 

32 18 ３ 県及び市町村の役割 
（1）～（5） （略） 
（追記） 
 
 
 
 
 
 
(6)  （略） 

３ 県及び市町村の役割 
（1）～（5） （略） 
(6) 復興事前準備の取組の推進 

市町村は被災後に早期かつ的確に復興まち
づくりを行えるよう、復興に関する体制や手
順の検討、災害が発生した際の復興課題を事
前に把握するなど、事前復興まちづくり計画
策定等の復興事前準備の取組に努めるものと
し、県は市町村が行う取組を支援する。 

(7)  （略） 

R7 防災基本
計画の修正を
反映 
（③復旧・復
興の迅速化） 
 

  

17 第２章第８節
港湾・漁港施
設の地震・津
波対策 

34 ▲7 １ 計画の方針 

（1）基本方針 

 ア 各主体の責務 

(ｲ)県（交通政策局、農林水産部）は、地震

又は津波の発生に備え防災体制を確立し、災

１ 計画の方針 

（1）基本方針 

 ア 各主体の責務 

(ｲ)県（交通政策局、農林水産部）は、地震

又は津波の発生に備え防災体制を確立し、災

R7 防災基本
計画の修正を
反映（⑭その
他） 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

害防止、被災時の応急復旧等の迅速な対応を

図るため、関係行政機関や関係団体と協定を

締結し体制の整備を図る。 

比較的発生頻度の高い一定程度の津波に

対しては、地域の経済活動の安定化、効率的

な生産拠点の確保の観点から、港湾施設等の

整備を進める。 

地震又は津波が発生し、若しくは津波が発

生する恐れがある時には緊急輸送ネットワ

ークの結節点として、また、背後地の物資の

輸送や地域住民の避難場所として運用でき

るよう、耐震強化岸壁、防災拠点緑地・避難

緑地の整備に努める。 

 

害防止、被災時の応急復旧等の迅速な対応を

図るため、関係行政機関や関係団体と協定を

締結し体制の整備を図る。 

比較的発生頻度の高い一定程度の津波に

対しては、地域の経済活動の安定化、効率的

な生産拠点の確保の観点から、港湾施設等の

整備を進める。 

地震又は津波が発生し、その復旧にあたっ

ては、緊急輸送ネットワークの結節点とし

て、また、背後地の物資の輸送や地域住民の

避難場所として防災拠点機能を確保できる

よう、耐震強化岸壁、防災拠点緑地・避難緑

地の整備に努める。 

 

18 第２章第 12 節 
河川・海岸施
設の地震・津
波対策 

38 ▲8 ３ 防災関係機関の役割 

（1）北陸地方整備局 

ア 大規模自然災害が発生し、又は発生する 

おそれがある場合において、緊急災害対策 

派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）（追加）等を派

遣し、（追加）県、市町村等が行う、被災状

況、県、市町村のニーズ等の迅速な把握、被

災地へのアクセス確保、被害の発生及び拡大

の防止、被災地の早期復旧その他災害応急対

策など、二次災害防止施策、施設・設備の応  

急復旧活動等に対する支援を行う。 

３ 防災関係機関の役割 

（1）北陸地方整備局 

ア 大規模自然災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合において、緊急災害対策

派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（予備隊員含

む）・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥアドバイザー）を

派遣し、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥパートナーと

の連携により、県、市町村等が行う、被災

状況、県、市町村のニーズ等の迅速な把

握、被災地へのアクセス確保、被害の発生

及び拡大の防止、被災地の早期復旧その他

災害応急対策など、二次災害防止施策、施

R7 防災基本
計画の修正を
反映 
（⑪インフ
ラ・ライフラ
インの復旧迅
速化、代替性
の確保） 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

設・設備の応急復旧活動等に対する支援を

行う。 

 

19 第２章第 28 節 
避難体制の整
備 

44 ▲16 ２ 県民の役割 
(2) 地域に求められる役割 
 ア 住民の役割 
 (ｱ)～(ｵ) （略） 
 （追加） 

２ 県民の役割 
(2) 地域に求められる役割 
 ア 住民の役割 
 (ｱ)～(ｵ) （略） 

(ｶ) 地区単位の津波避難計画の作成に努め
ること。 

 

津波避難計画
策定指針の改
定を反映 
 

  

20 第２章第 28 節
避難体制の整
備 

46 13 ３ 県の役割 
(4)市町村の避難体制整備の支援（防災局、

福祉保健部、土木部） 
ア～オ （略） 
(追加) 

 

３ 県の役割 
(4)市町村の避難体制整備の支援（防災局、
福祉保健部、土木部） 
ア～オ （略） 
カ 避難生活を支える人材の育成・確保 

  避難生活支援リーダー／サポーター等の
避難所運営・避難生活支援に取り組む地
域のボランティア人材の育成・確保に努
める。 

 

R7 防災基本
計画の修正を
反映 
（⑦被災者支
援の充実、⑨
官民連携・人
材育成の推
進） 
 

 

21 第２章第 28 節
避難体制の整
備 

48 17 ４ 市町村の役割 
（5）避難場所の指定等 
 ア～エ （略） 

オ 市町村は、指定避難所又はその近傍で地

域完結型の備蓄施設を確保し、食料、水、

備蓄薬、マスク、消毒液、炊きだし用具、

間仕切り、簡易ベッド、毛布、ブルーシー

ト、土のう袋等避難生活に必要な物資等の

備蓄に努めるものとする。 

４ 市町村の役割 
（5）避難場所の指定等 
 ア～エ （略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

R7 防災基本
計画の修正を
反映（⑦被災
者支援の充
実） 
※【震災対策
編】第 2章
31 節「食
料・生活必需
品等の確保計
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

カ 

キ 

ク 

ケ 

コ 

サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

タ 

チ 

オ 

カ 

キ 

ク 

ケ 

コ 

サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

タ 

画」に新たに
記載（準用） 

22 第２章第 28 節
避難体制の整
備 

49 22 ４ 市町村の役割 
（5）避難場所の指定等 
 シ 即応体制の整備 
 (ケ) （追加）在宅避難者等が発生する場合

や、避難所のみで避難者等を受け入れ
ることが困難となる場合に備えて、あ
らかじめ、地域の実情に応じ、在宅避
難者等が利用しやすい場所に在宅避難
者等の支援のための拠点を設置するこ
と等、在宅避難者等の支援方策を検討
するよう努める。 

４ 市町村の役割 
（5）避難場所の指定等 
 シ 即応体制の整備 
 (ケ) 指定避難所だけでなく、協定・届出避

難所として位置付けられた避難所につい
ても、あらかじめ情報を把握するととも
に、在宅避難者等が発生する場合や、避
難所のみで避難者等を受け入れることが
困難となる場合に備えて、あらかじめ、
地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用
しやすい場所に在宅避難者等の支援のた
めの拠点を設置すること等、在宅避難者
等の支援方策を検討するよう努める。 

 

R7 防災基本
計画の修正を
反映 
（⑦被災者支
援の充実） 
 

  

23 第２章第 28 節
避難体制の整
備 

49 ▲10 ４ 市町村の役割 
（5）避難場所の指定等 
 シ 即応体制の整備 

（ア）～(コ) （略） 
(追加) 

４ 市町村の役割 
（5）避難場所の指定等 
 シ 即応体制の整備 

（ア）～(コ) （略） 

R7 防災基本
計画の修正を
反映 
（⑪インフ
ラ・ライフラ
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

 (サ)地域住民や企業が所有する井戸や湧水
を災害用井戸・湧水として活用するため
の登録制度や、防災拠点施設・指定避難
所等における公共井戸の整備等により、
代替水源の確保に努める 

(ㇱ) 避難生活支援リーダー／サポーター 
等の避難所運営・避難生活支援に取り
組む地域のボランティア人材の育成・
確保に努める。 
 

インの復旧迅
速化、代替性
の確保、⑦被
災者支援の充
実） 
 
 

24 第３章第１節 
防災関係機関
の活動体制 

57 14 1 計画の方針 
(2)県の災害対策本部等の体制の整備 

県内に津波災害が発生し、又は発生するお
それがある場合、知事の指揮を受け、又は災
害対策基本法、新潟県災害対策本部条例（昭
和 37 年新潟県条例第 43号）、新潟県災害対
策本部規則（昭和 41 年新潟県規則第 12号）
及び新潟県危機管理対応方針に定めるところ
により、次に掲げる組織のいずれかを設置す
る。 

また、設置に当たっては、できるだけ浸水
の危険性が低い場所に設置をするものとし、
やむを得ず浸水のおそれがある場所に設置を
する場合は、必要な津波対策を実施するもの
とする。 

（追加） 
 
 
 

ア～ウ （略） 
 

1 計画の方針 
(2)県の災害対策本部等の体制の整備 
県内に津波災害が発生し、又は発生するお

それがある場合、知事の指揮を受け、又は災
害対策基本法、新潟県災害対策本部条例（昭
和 37 年新潟県条例第 43号）、新潟県災害対
策本部規則（昭和 41 年新潟県規則第 12号）
及び新潟県危機管理対応方針に定めるところ 
により、次に掲げる組織のいずれかを設置

する。 
（削除）設置に当たっては、できるだけ浸

水の危険性が低い場所に設置をするものと
し、やむを得ず浸水のおそれがある場所に設
置をする場合は、必要な津波対策を実施する
ものとする。 
また、災害応急対策の活動にあたり、従事

する職員の健康管理等を徹底するものとす
る。 
 

ア～ウ （略） 

R7 防災基本
計画の修正を
反映 
（⑭その他） 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

25 第３章第２節 
県及び防災関
係機関の配備
体制 

62 ▲3 ２ 業務の内容 
(1)勤務時間内における対応 
ア 県内において震度 3を観測した場合 

危機対策課は、震度 3を観測した市町村等
に対し、被害状況等の照会及び取りまとめ
を行う。 

イ 県内沿岸において津波注意報、津波警報若
しくは大津波警報が発表された場合又は県
内において震度 4以上を観測した場合 

危機対策課は、庁内連絡（本庁）や一斉
ＦＡＸ（地域振興局等）により、関係する
所属は直ちに職員を警戒配備につかせると
ともに、被害状況の収集、県民生活への影
響等の情報収集や、関係機関との災害関連
情報の交換並びに必要に応じ災害危険箇所
のパトロール等を実施する。 

２ 業務の内容 
(1)勤務時間内における対応 
（削除） 
 
 
 
ア 県内沿岸において津波注意報、津波警報若
しくは大津波警報が発表された場合又は県
内において震度 4以上を観測した場合 

危機対策課は、庁内連絡（本庁）や一斉
ＦＡＸ（地域振興局等）により、関係する
所属は直ちに職員を警戒配備につかせると
ともに、被害状況の収集、県民生活への影
響等の情報収集や、関係機関との災害関連
情報の交換並びに必要に応じ災害危険箇所
のパトロール等を実施する。 
 

宿日直マニュ
アルとの整合 

  

26 第３章第２節 
県及び防災関
係機関の配備
体制 

63 ７ (2)勤務時間外における対応 
警戒対応について、地震等発生時に迅速な

初動対応を行うため、本庁において職員 2名
（管理職 1 名 防災局職員 1名）が宿日直対
応を行う。 
ア 県内において震度 3を観測した場合 

宿日直職員は、直ちに危機対策課内にお
いて震度 3 の地震を観測した市町村に対
し、被害状況の確認を行う。 

イ 県内沿岸において津波注意報、津波警報及
び大津波警報が発表された場合又は県内に
おいて震度 4以上を観測した場合 

宿日直職員等は、速やかに市町村や消防
本部、防災関係機関から被害状況等を収集
するとともに、各部局連絡指令者及び地域
連絡指令者に対し、本庁各部局及び地域機

(2)勤務時間外における対応 
警戒対応について、地震等発生時に迅速な

初動対応を行うため、本庁において職員 2名
（正規職員 1名 委託事業者 1名）が宿日直
対応を行う。 
（削除） 

 
 
 
ア 県内沿岸において津波注意報、津波警報及
び大津波警報が発表された場合又は県内に
おいて震度 4以上を観測した場合 

宿日直職員等は、速やかに市町村や消防
本部、防災関係機関から被害状況等を収集
するとともに、各部局連絡指令者及び地域
連絡指令者に対し、本庁各部局及び地域機

宿日直マニュ
アルとの整合 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

関の配備体制に係る指定職員の配備をする
よう連絡する。 

配備連絡を受けた各部局連絡指令者及び
地域連絡指令者は、各配備指定職員に対し
登庁の連絡を行う。 

関の配備体制に係る指定職員の配備をする
よう連絡する。 
配備連絡を受けた各部局連絡指令者及び

地域連絡指令者は、各配備指定職員に対し
登庁の連絡を行う。 
 

27 第３章第７節 
津波避難計画 

75 ▲14 ６ 業務の内容 
(6) 広域避難対策 

ア 市町村 
市町村は、災害の規模、被災者の避難状

況、避難の長期化等により、当該市町村の
区域外への広域的な避難及び避難所、応急
仮設住宅等の提供が必要であると判断した
場合において、県内の他の市町村への受入
れについては当該市町村に直接協議し、他
の都道府県の市町村への受入れについては
県に対し当該受入れに係る協議を求める。 
（追加） 
 

６ 業務の内容 
(6) 広域避難対策 

ア 市町村 
市町村は、災害の規模、被災者の避難状

況、避難の長期化等により、当該市町村の
区域外への広域的な避難及び避難所、応急
仮設住宅等の提供が必要であると判断した
場合において、県内の他の市町村への受入
れについては当該市町村に直接協議し、他
の都道府県の市町村への受入れについては
県に対し当該受入れに係る協議を求める。 
この際、被災市町村は、広域一時滞在の

受入先の市町村との間で、被災住民に関す
る情報の共有を確実に行うものとする。ま
た、受入先の市町村は、受け入れた被災住
民に対し、必要な支援情報を提供するもの
とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

R7 防災基本
計画の修正を
反映 
（②被災者支
援の充実） 
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28 第３章第 7節 
津波避難計画 

72 表 ６ 業務の内容 
(1) 津波警報等の伝達 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

６ 業務の内容 
(1) 津波警報等の伝達 

 
 

第九管区海上
保安本部への
伝達経路の修
正 

 

 


